
（別表１） 

事業継続力強化支援計画 

事業継続力強化支援事業の目標 

１ 現状 

（１） 地域の災害等リスク 

① 笠間市の現状 

2006 年 3月 19 日、旧笠間市、友部町、岩間町が合 

併し、新制の笠間市が発足した。 

 

【位置、地勢】 

笠間市は、都心まで 約 100 ㎞、茨城県のほぼ中央に 

位置し、東西約 9 ㎞、南北 約 20 ㎞、総面積 240.40 

㎢の面積を有しており、北部は城里町、栃木県茂木町、 

西部は桜川市、東部は水戸市、茨城町、南部は石岡市、 

小美玉市に隣接している。 

地勢は、市の北西部は八溝山系から連なる山々、南 

西部は愛宕山を中心とする丘陵地帯など緑豊かな自然 

環境を有しており、南東部にかけて広がる、概ね平坦 

な台地に市街地や農業地域が形成されている。また、 

本地域の中央を涸沼川が北西部から東部にかけ貫流し、 

肥沃な田畑が形成されている。 

 

【地質・土壌】 

（１）笠間地区 

地質は大きく北側に分布する中生界の古期岩類と南側の花崗岩類に大別される。笠間

地区から友部地区を通って水戸市北西部に至る間のよく開かれた丘陵地には、砂層を主

とした地層が広く発達しており、「友部層」と呼ばれている。また、関東ローム層と呼

ばれる関東火山灰層が市全域の表土の下に分布している。 
          

（２）友部地区 
北部、西部の山地は、古期堆積岩層に属し、北西部の丘陵は淘汰のよい均質の砂層で

砂鉄を採掘していた時代があった。大部分を占める地層は見和層と呼ばれているが上層

部は砂、砂礫、粘土層からなり、下層は主に泥層から成っている。 
北西部の山間部を除く台地は多少の起伏はあるが、東南にかけて平坦地となってお

り、畑地は主にこの地帯に多く拓けている。大部分が洪積層に属する関東ローム層で厚

さが３～５メートルあり層中に鹿沼軽石がみられる。これらのローム層は主に北関東の

火山の火山灰である。 
      

（３）岩間地区 
河川流域は砂、シルト、粘土からなる沖積層堆積の「泥」となっており、その他は洪

積層の火山灰層のローム層からなっている。 
 

【土地】 
主要地目別面積をみると、山林が83,584㎢と最も大きく、市総面積に占める割合は34.9％

と、県平均（25.9％）よりもやや高い割合を示している。 
 



【気候】 
夏は気温・湿度とも高く、冬は乾燥した晴天の日が多い太平洋型の気候になっている。 

各月の平均気温の平年値（平成20年～平成29年）をみると、８月が26.0℃と最も高く、１月

が2.3℃と最も低くなっている。 

年間降水量の平年値（平成20年～平成29年）は1,422.3mm で、主に９月～10 月の秋雨・台

風の時期を中心に多くなっており、月別では10 月が188.1mm と最も多い。 
 

② 想定される地域の災害リスク 

(地震:「茨城県地震被害想定調査報告書」、「笠間市地域防災計画」) 

◆茨城県を震源地とした被害想定 

No 地  震  名 
地震規模 

（Mw） 
想定 の観 点 

笠間市の 

最大震度 

① 茨城県南部の地震（茨城県南部） ７．３ 首都直下のＭ７クラスの

茨城県南部地域に影響の

ある地震の被害 

６弱 

② 茨城・埼玉県境の地震（茨城・埼玉県境） ７．３ ５強 

③ 
Ｆ１断層、北方陸域の断層、塩ノ平地震断

層の連動による地震（Ｆ１断層） 
７．１ 

県北部の活断層による地

震の被害 

５弱 

④ 
棚倉破砕帯東縁断層、同西縁断層の連動に

よる地震（棚倉破砕帯） 
７．０ ５強 

⑤ 
太平洋プレート内の地震（北部） 

（太平洋プレート（北部）） 
７．５ 

プレート内で発生する地

震の被害 

６弱 

⑥ 
太平洋プレート内の地震（南部） 

（太平洋プレート（南部）） 
７．５ ６弱 

⑦ 
茨城県沖から房総半島沖にかけての地震 

（茨城県沖～房総半島沖） 
８．４ 津波による被害 ５強 

 

 本市において特に影響を及ぼすと想定される地震は、①茨城県南部の地震による地震である。マ

グニチュード８規模の地震が笠間市役所本所付近を震源として発生した場合、笠間市全域で震度７

となり、建物及び人的被害は次のとおり想定される。 

 

                  ＜想定被害状況＞ 

建物被害（全壊数） 
木 造 建 物 12,599棟 

非木造建物 485棟 

人的被害 
死 者 数 412名 

負 傷 者 数 11,000名 

 

 



              
【笠間市ハザードマップ】        【笠間市危険度マップ】 

 

＜洪水：市ハザードマップ＞ 

 那珂川水系涸沼川流域全体に４８時間雨量764.1ｍｍ、ピーク時の１時間に92.3ｍｍの降雨がある

場合、涸沼川流域の地域において最大浸水深5ｍ～10ｍが予測されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

茨城県洪水浸水想定区域図（涸沼川） 

 

＜土砂災害：市ハザードマップ＞ 

 ①急傾斜地崩壊危険個所としては、笠間地区３５カ所、友部地区５カ所、岩間地区９カ所が崩壊

の危険個所と指定されている。 

 ②土石流危険渓流としては、笠間地区４３カ所、友部地区０カ所、岩間地区８カ所が危険個所と

指定されている。 

 

＜原子力災害：笠間市地域防災計画（原子力災害対策の概要）＞ 

 原子力災害対策重点区域の範囲は、原子力災害対策指針において、対象施設から概ね半径30km 
を「緊急防護措置を準備する区域（ＵＰＺ：Urgent Protective ActionPlanning Zone）」と位置付

けている。 



この考え方を踏まえ、笠間市の原子力災害対策を重点的に実施すべき地域は下表のとおり示され

ている。 

地 区 名 

原子力災害対策を重点的に実施すべき地域 

大橋、池野辺、福田、飯田、石寺、大渕、平町、大田町、南友部、鴻巣、旭町、 

鯉淵、五平、湯崎 

住吉、随分附、柏井、仁古田、長兎路、下市原、中市原、上市原、小原、友部駅前、

八雲１丁目 

中央１丁目、中央２丁目、東平１丁目、東平２丁目、東平３丁目、東平４丁目、 

美原１丁目 

美原２丁目、美原３丁目、美原４丁目、安居 

 

＜感染症＞ 

 新型インフルエンザは、10年から40年の周期で出現し、世界的に大きな流行を繰り返している。

また、新型コロナウイルス感染症のように国民の大部分が免疫を獲得しておらず、全国的かつ急速

なまん延により、当市においても多くの市民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがある。 

 

（２）商工業者の状況（「平成 26 年経済センサス‐基礎調査結果」（総務省統計局）) 

 ・商工業者数    ３，５８４人 
 ・小規模事業者数  ２，８７６人 
 

＜笠間市の商工業者数（※括弧内は小規模事業所数で内数）＞ 
業種分類 平成 26 年 備考（事業所の立地状況等） 

農林漁業 0 （  0）  
鉱業、砕石業、砂利採取業 4 （  4) 市内に広く分散している 
建設業 487 （478） 市内に広く分散している 
製造業 480 （408） 市内に広く分散している 
電気・ガス・熱供給・水道業 5 （  4) 市内に広く分散している 
情報通信業 10 （ 10） 市内に広く分散している 
運輸業、郵便業 89 （ 66） 市内に広く分散している 
卸売業、小売業 884 （642） 市内に広く分散している 
金融業、保険業 33 （ 14） 市内に広く分散している 
不動産業、物品賃貸業 168 （152） 市内に広く分散している 
学術研究、専門・技術サービス業 121 （106） 市内に広く分散している 
宿泊業、飲食サー
ビス業 

宿泊業 30 （ 29） 市内に広く分散している 
飲食サービス業 330 （241） 市内に広く分散している 

生活関連サービ
ス業、娯楽業 

旅行業、娯楽業 82 （ 67） 市内に広く分散している 
その他 236 （227） 市内に広く分散している 

教育、学習支援業 142 （ 79） 市内に広く分散している 
医療、福祉 224 （181） 市内に広く分散している 
複合サービス事業 21 （ 11） 市内に広く分散している 
サービス業（他に分類されないもの） 215 （143） 市内に広く分散している 
公務（他に分類されるものを除く） 23 （ 14) 市内に広く分散している 

合計 3,584（2,876）  
 

 



（３）これまでの取組 

 １）当市の取組 

  ①笠間市地域防災計画の策定 

本計画は、災害対策基本法（昭和36年法律第223号。以下「災対法」という。）第42条の規

定に基づき、地域における災害対策を実施するにあたり、市並びに防災関係機関がその全機

能を発揮して市民を災害から保護するための事項を定め、もって防災の万全を期するもので

ある。 

また、本市における各種災害に対応するため基本的かつ総合的な計画として策定するもの

であり、この計画は、「風水害等対策計画編」、「震災対策計画編」及び「原子力災害対策

計画編」から構成され、市域における防災活動の指針としての性格を有するとともに、災害

が発生した場合、状況に応じて有機的な運用を図るものとする。 

 

  ②笠間市国土強靭化地域計画の策定 

本計画は、「強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災に資する国土強靭化

基本法」13 条に基づく国土強靭化地域計画として策定する。 

また、国の「国土強靭化基本計画」、茨城県の国土強靭化地域計画である「茨城県国土強

靭化計画」と調和のとれた計画とすると同時に、「笠間市第２次総合計画」における地域防

災力の向上などの具体的な施策を推進する上での指針となる計画として位置づける。 

国や茨城県における強靭化の状況、社会情勢の変化に応じた施策の推進が必要となること

から、計画期間は「国土強靭化基本計画」及び「茨城県国土強靭化計画」を踏まえ、５年間

とする。（令和２年度から令和６年度まで） 

 

  ③笠間市第２次総合計画 施策アクションプラン 

本計画では防災・危機管理として、１.地域防災計画の推進、２.防災意識の高揚及び防災

活動の推進、３.防災体制の整備等に取り組んでいる。 

 

  ④避難所の備蓄物資及び設備の整備 

避難所又はその近傍において地域完結型の備蓄施設を確保し、必要な食料等を確保すると

ともに、通信途絶や停電等を想定し、通信機材や非常用発電設備等設備の整備に努めてい

る。主なものは次に示すア～シの通りである。 

    

 備蓄物資及び設備の整備内容 

ア 食糧、飲料水 

イ 生活必需品 

ウ ラジオ・テレビ 

エ 通信機材（衛星携帯電話、災害時用公衆電話、防災行政無線を含む） 

オ 放送設備 

カ 照明設備（非常用発電機、太陽光発電等再生可能エネルギーを活用したものを含む） 

キ 炊き出しに必要な機材及び燃料 

ク 給水用機材 

ケ 救護所及び医療資機材（常備薬含む） 

コ 物資の集積場所（備蓄倉庫等） 

サ 仮設の小屋またはテント、仮設のトイレ 

シ 工具類 

 

 

 



  ⑤笠間市新型インフルエンザ等対策行動計画（平成27年2月） 

本計画は、市域にかかる新型インフルエンザ等対策の総合的な推進に関する事項、当市が

実施する措置等を定める。 

２）当会の取組 

・事業者へＢＣＰ（事業継続力強化計画を含む）（以下、事業者ＢＣＰとする。）に関する国の

施策の周知 

近年の大規模自然災害の頻発を受け、当会では事業継続力強化計画事業者向けリーフレット

や「事業継続力強化計画」認定制度の案内を窓口及び巡回等により小規模事業者等に対し、配

布・周知を行ってきた。  

 

・事業者ＢＣＰ策定セミナーの周知・斡旋 

ＢＣＰの必要性が高まっている現状を踏まえ、小規模事業者向けのＢＣＰ策定セミナー及び

関連セミナーを計画している。 

 

・損害保険への加入促進 

小規模事業者に対する業務上の災害など財産のリスクヘッジ対策として、中小企業ＰＬ保険

制度、業務災害補償プラン、ビジネス総合保険の普及・加入促進及び茨城県火災共済協同組合

と連携した火災共済の普及・加入促進を行って災害等に備えてきた。 

  

・防災備品の備蓄 

災害発生に伴う停電時等の最低限の会館保守を目的に、発電機、懐中電灯、ブルーシート、

乾電池、ストーブ、灯油、カセットボンベ（発電機用）、救急用品、工具類、軍手及びゴム手

袋、タオル、ゴミ箱等の防災用品を当会館内及び倉庫に備蓄している。 

 

（感染症） 

・特別相談窓口の設置（資金調達、給付金、助成金等の国や県、市の施策の情報提供）、事業者

への影響調査、イベントの中止／延期 

・茨城県、茨城県商工会連合会、笠間市と連携した感染拡大防止に向けた情報提供 

 

２ 課題 

現状では、自然災害等による緊急時の取組について漠然的な記載にとどまり、協力体制など具体

的な体制が整備されていない。そのために次の点が商工会および管内事業者の課題となっている。 

 

 （商工会の課題） 

  ・緊急時におけるＢＣＰに沿った対応トレーニングができていないため、緊急時の対応及び行

動が職員に周知教育できていない。 

  ・当会職員には防災経験や訓練自体の経験者が少なく、ハザードマップの把握をはじめとする

危機管理に関する情報収集や防災意識の高揚が急務である。 

  ・職員の事業者ＢＣＰ策定に関する支援スキル取得が急務である。 

  ・感染症リスクを考慮すると、テレワークや遠隔地、事務所間とのやり取りにおけるオンライ

ン会議システム等の仕組みづくりが必要である。 

  ・職場における感染防止対策の周知と実施の徹底、確認が必要である。 

 

 （管内事業者の課題） 

  ・管内事業者の事業継続力強化計画の策定件数が十分ではなく、啓発活動の強化が必要であ

り、事業者に向けた地域の災害リスクに関しての周知も不足している。 

  ・管内事業者には、特に家族のみで経営している小規模事業者が多く、ＢＣＰへの関心は低

く、ＢＣＰに取組む意識も薄く優先順位も高くないため、防災・減災・復旧対策が不十分で



ある。 

  ・新型インフルエンザや新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、一斉休業や営業停止に

追い込まれるリスクがあるため、感染症リスクに対応した支援体制を構築する必要がある。 

 

３ 目標 

・管内小規模事業者に対し、自然災害リスクや感染症等リスクを認識させ、事前対策の必要性を

周知する。 

・災害発生時における情報共有体制を円滑に行うため、商工会・県・市との間における被害情報

報告、共有ルートを構築する。 

・災害発生時において速やかな復興支援策が行えるよう、また域内において感染症発生時には速

やかに拡大防止措置を行えるよう、組織内における体制、関係機関との連携体制を平時から構

築する。 

・小規模事業者に対して災害リスクの認識を促すとともに、事前の計画策定等を支援する。 

事業継続力強化計画認定 ２６社／５年 

各種共済・保険制度への加入推進（見直し含む）２６社／５年 

（火災保険、業務災害保険、ビジネス総合保険、経営者休業補償、休業対応応援共済、福祉共

済、貯蓄共済、その他） 

 

※ その他 

・上記内容に変更が生じた場合は、速やかに茨城県へ報告する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



事業継続力強化支援事業の内容及び実施期間 

 

１ 事業継続力強化支援事業の実施期間 

（令和３年１０月１日～令和８年３月３１日） 

 

２ 事業継続力強化支援事業の内容 

当会と当市の役割分担及び体制を整理し、連携して以下の事業を実施する。 

 

（１）事前の対策 

自然災害等による緊急時の取組について具体的な体制やマニュアルを整備し、自然災害発災

時や感染症発生時に速やかな応急対策等に取り組めるようにする。 

 

（ア）小規模事業者に対する災害等リスクの周知 

・巡回経営指導時に、ハザードマップ等を用いながら、事業所立地場所の自然災害等のリスク

及びその影響を軽減するための取組や対策（事業休業への備え、水災補償等の損害保険・共

済加入、行政の支援策の活用等）について説明する。 

・会報や市広報、ホームページ等において、国の施策の紹介や、リスク対策の必要性、損害保

険や生命保険、傷害保険等の概要、事業者ＢＣＰ（事業継続力強化計画のほか、即時に取組

可能な簡易的なものを含む）に積極的に取り組む小規模事業者の紹介等を行う。 

・小規模事業者に対し、事業者ＢＣＰの策定による実効性のある取組の推進や、効果的な訓練

等について指導及び助言を行う。 

・事業継続の取組に関する専門家を招き、小規模事業者に対する普及啓発セミナーや行政の施

策の紹介、損害保険の紹介等を実施する。 

・新型ウイルス感染症は、いつでも、どこでも発生する可能性があり、感染の状況も日々変化

するため、事業者には常に最新の正しい情報を入手し、デマに惑わされることなく、冷静に

対応することを周知する。 

・新型ウイルス感染症に関しては業種別ガイドラインに基づき、感染拡大防止策等について事

業者への周知を行うとともに、今後の感染症対策に繋がる支援を実施する。 

・事業者へ、マスクや消毒液等の一定量の備蓄、オフィス内換気設備の設置、ＩＴやテレワー

ク環境を整備するための情報や支援策等を提供する。 

 

（イ）商工会の事業継続計画の作成 

・当会は、令和３年度に事業継続計画（ＢＣＰ）を策定（別添）。 

 

（ウ）関係団体等との連携 

・損害保険会社と連携し、会員事業者等を対象に専門家派遣や普及啓発セミナー等を実施する。

また関係機関への普及啓発ポスター掲示やリーフレット設置を依頼する。 

・感染症に関しては、収束時期が予測しづらいこともあり、リスクファイナンス対策として各

種保険（生命保険や傷害保険、感染症特約付き休業補償など）の紹介等も実施する。 

    

＜目標＞ 

 令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度 令和 6年度 令和 7年度 

①セミナー開催数 １回 １回 ２回 ２回 ２回 

②セミナー参加者数 １０社 １０社 １５社 １５社 １５社 

③ＢＣＰプラン策定 ４件 ４件 ６件 ６件 ６件 

 

 



（エ）フォローアップ 

・小規模事業者の事業者ＢＣＰ等取組状況を確認する。 

・事業者ＢＣＰ策定支援の進捗につき、経営指導員が巡回窓口等で確認し随時必要な場合には、   

専門家を交えるなどフォローを行う。 

・必要に応じて笠間市事業継続力強化支援協議会（仮称）（構成員：当会、当市）を開催し、状

況確認や改善点等について協議する。 

 

（オ）当該計画に係る訓練の実施 

・自然災害（震度６強の地震）が発生したと仮定し、当市との連絡ルートの確認等を行う。 

（訓練は必要に応じて実施する）。 

 

（２）発災後の対策 

 

■大規模自然災害 

自然災害等による発災時には、人命救助が第一であることは言うまでもない。そのうえで、下

記の手順で地区内の被害状況を把握し、関係機関へ連絡する。 

 

①応急対策の実施可否の確認 

・発災後、１時間以内に職員の安否報告を行う。 

（ＳＮＳ等を利用した安否確認や業務従事の可否、大まかな被害状況（家屋被害や道路状況等）

等を当会と当市で共有する。） 

 

②応急対策の方針決定 

・当会と当市との間で、被害状況や被害規模に応じた応急対策の方針を決める。 

（豪雨における例） 

職員自身の目視で命の危険を感じる降雨状況の場合は、出勤せず、職員自身がまず身の安全確

保を行った上で、警報解除後に出勤する。 

・職員全員が被災する等により応急対策ができない場合の役割分担を決める。 

・大まかな被害状況を確認し、３日以内に市、県連と情報共有する。 

※なお、連絡が取れない区域については、大規模な被害が生じているものと考える。 

 

 

 

 

 

被害規模 被害の状況 想定する応急対応 

大規模な被害がある 

・地区内１０％程度の事業所で、「瓦が飛ぶ」、「窓ガラ

スが割れる」等、比較的軽微な被害が発生している。 
・地区内１％程度の事業所で、「床上浸水」、「建物の全

壊・半壊」等、大きな被害が発生している。 
・被害が見込まれる地域において連絡が取れない、も

しくは、交通網が遮断されており、確認ができない。 

①相談窓口の設置 
②被害調査 
③経営課題把握 
④復興支援業務 

被害がある 

・地区内１％程度の事業所で、「瓦が飛ぶ」、「窓ガラス

が割れる」等、比較的軽微な被害が発生している。 
・地区内０.１％程度の事業所で、「床上浸水」、「建物

の全壊・半壊」等、大きな被害が発生している。 

①相談窓口の設置 
②被害調査 
③経営課題把握 

ほぼ被害はない ・目立った被害の情報がない 特に行わない 



③被害情報の共有 

・当会と当市は、原則として以下の間隔で被害情報等を共有する。 

発災後～１週間 １日に２回共有する   

１週間～２週間 １日に１回共有する   

２週間～１ヵ月 １週間に２回共有する 

１ヵ月以降 １週間に１回共有する 

 

 

■感染症の世界的大流行（パンデミック） 

感染症の世界的大流行（パンデミック）が発生した場合は、以下の手順で対応する。 

 

①管内事業者に対するリスクの周知 

・発生国の経済状況・工場の稼働状況等、今後管内事業者の経営に影響を与えうるリスクについ

て周知する。 

 

②管内事業者の被害状況の確認 

・当市は、来庁又は問い合わせを受けた管内事業者の被害状況を確認する。 

・当会は、巡回・電話等により管内事業者の被害状況を確認する。 

 

③被害情報の共有 

・当会と当市は、原則として以下の間隔で被害情報等を共有する 

海外発生期 １週間に１回共有する   

国内発生早期 １週間に２回共有する   

国内感染期 ２日に１回共有する    

国内感染拡大期 １日に１回共有する    
 

④被害情報の報告 

・当会と当市で情報を共有した上で、当市においては県が定める期日までに県へ報告する。また、

当会においては県連合会が定める期日までに県連合会に対しても報告を行う。 

 

（３）発災時における指示命令系統・連絡体制 

・自然災害等発生時に、地区内の小規模事業者の被害情報の迅速な報告及び指揮命令を円滑に行

うことができる仕組みを構築する。 

・二次被害を防止するため、被災地域での活動を行うことの可否について検討する。 

・当会と当市は被害状況の確認方法や被害額（合計、建物、設備等）の算定方法について、あら

かじめ確認しておく。 

・当会と当市が共有した情報を、茨城県の指定する方法にて当会又は当市より連合会を通じて茨

城県へ報告する。 

 

 

 

 

 

 

 



 （連絡体制） 
 
     
  
 
 

 
                                  通常連絡ルート 
 
 
        

                                  

緊急連絡ルート 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
（被害状況様式） 茨城県産業戦略部災害対応マニュアル様式 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

（４）応急対策時の地区内小規模事業者に対する支援 

・相談窓口の開設方法について、笠間市と相談する（当会は、国の依頼を受けた場合は、特別相談

窓口を設置する）。 

・安全性が確認された場所において、相談窓口を設置する。 

・地区内小規模事業者等の被害状況の詳細を確認する。 

・応急時に有効な被災事業者施策（国や茨城県、市町村等の施策）について、地区内小規模事業者

等へ巡回訪問やホームページ等で周知する。 

・感染症の場合、事業活動に影響を受ける、またはその恐れがある小規模事業者を対象とした支援

策や相談窓口の開設等を行う。 

 

 

 

 

○関係団体の被害の概要

○被災中小企業者の被害状況詳細（関東経済産業局への報告を想定したもの）

面積
（㎡）

被害額
（千円）

用途
面積
（㎡）

被害額
（千円）

時価
（千円）

被害額
（千円）

時価
（千円）

被害額
（千円）

例 ●市 Ａ 茨城産業(株) 金属加工 工業 5 20,000 100 200 100 300 100 80 100 90 670 134

※所有土地，建物，設備，商品等被害の概要を記載 ※左記以外の被害の概要（例えば，直接的な被害が無くても，関連企業等が被害を受け
たことにより，流通経路に障害が発生した場合など）

人的被害 物的被害 その他

被害額
（千円）

b

被災中小企業者の概要

被害
態様

団体等名

土地 商品，原材料，仕掛品等建物 機械設備

計

産業戦略部関係団体の被害状況

従業員対
被害額
（千円）

b/a

事業用資産の被害状況

報 告 者
電話番号

Ｎｏ
事業所名 業種

工業
or

商業

従業員数
（人）

a

資本金
（千円）

所在地

※職員，従業員等の被害の概要を記載

茨 城 県 経済産業局等 

茨城県商工会連合会 

笠 間 市 商 工 会 及 び 笠 間 市 



（５）地区内小規模事業者に対する復興支援 

・茨城県の方針に従って、復旧・復興の方針を決め、被災小規模事業者に対し支援を行う。 

・被害規模が大きく、被災地の職員だけでは対応が困難な場合には、他の地域からの応援      

派遣等を茨城県等に相談する。 

 

※その他 

・上記内容に変更が生じた場合は、速やかに茨城県へ報告する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（別表２） 

 事業継続力強化支援事業の実施体制 

事業継続力強化支援事業の実施体制 

（令和３年１０月現在） 

（１）実施体制（商工会又は商工会議所の事業継続力強化支援事業実施に係る体制／関係市町村の

事業継続力強化支援事業実施に係る体制／商工会又は商工会議所と関係市町村の共同体制／

経営指導員の関与体制 等） 

 

             

             

 

                         

    

 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律第５条第５項に規定する経営

指導員による情報の提供及び助言に係る実施体制 

①当該経営指導員の氏名、連絡先 

 

 法定経営指導員 柴沼 睦子 【連絡先は後述（３）①参照】 

 

②当該経営指導員による情報の提供及び助言（手段、頻度 等） 

 

・本計画の具体的な取組の企画や実行 

・本計画に基づく進捗確認、見直し等フォローアップ（１年に１回以上） 

 

（３）商工会、関係市町村連絡先 

①笠間市商工会 

 〒３０９－１６１１ 茨城県笠間市笠間１４６４－３ 

TEL：０２９６－７２－０８４４ ／ FAX：０２９６－７２－５４９５ 

E-mail：kasama-s@isis.ocn.ne.jp 

 

②笠間市役所産業経済部商工課 

〒３０９－１７９２ 茨城県笠間市中央３―２―１ 

TEL：０２９６－７７－１１０１ ／ FAX：０２９６－７７－１１４６ 

E-mail：shoko@city.kasama.lg.jp 

 

笠間市商工会 

事務局長 

笠間市 

産業経済部長 

笠間市商工会 

法定経営指導員 

笠間市 

商工課 

連携 

連携調整 

笠間市商工会 

友部事務所 

笠間市商工会 

岩間事務所 



（別表３） 

 事業継続力強化支援事業の実施に必要な資金の額及びその調達方法 

                                      （単位 千円） 

 
令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 

必要な資金の額 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 

 

専門家派遣費 

会議運営費 

セミナー開催費 

パンフ・チラシ作成費 

 

 

 

 

150,000 

50,000 

100,000 

100,000 

150,000 

50,000 

100,000 

100,000 

150,000 

50,000 

100,000 

100,000 

150,000 

50,000 

100,000 

100,000 

150,000 

50,000 

100,000 

100,000 

（備考）必要な資金の額については、見込み額を記載すること。 

調達方法 

会費収入、県・市補助金、事業収入など 

ただし、上記経費のうち講師や専門家の謝金・旅費については必要額を見込んでいるが、専門家派遣

や連携する損保会社が無償等で派遣応諾いただいたときには、当該経費が減額になる場合がある。 

 

 

 

（備考）調達方法については、想定される調達方法を記載すること。 

 

 



（別表４） 

 事業継続力強化支援計画を共同して作成する商工会又は商工会議所及び関係市町村以外の者を連携

して事業継続力強化支援事業を実施する者とする場合の連携に関する事項 

 

 

連携無し

 


